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吉野川フライトエリア（上板・高瀬）規約 

 

◆はじめに◆ 

現在このエリアは自由にフライトできています。このことは地域の皆様のご理解とご協力によ

るものです。今後もこの様な良い状況が続く様、地域の皆様との調和、フライトの安全と普及、

エリア発展の為にこのエリア規定を作りました。 

 

◆エリア規定◆ 

1. このエリアでフライトを行うには、JPMA(日本パラモーター協会)または JHF(日本ハング・パラ

グライディング連盟)の登録者で第三者賠償が有効である事。（登録証を提示） 

2. このエリアでフライトを行うには、JPMA：クラス-1以上、JHF：MPG パイロット証以上を有す

ること。(練習生は、指導員の指導のもとで練習・フライトできる。) 

3. 長距離フライトを希望する者は飛行計画を提示し了解のもとフライトしてください。 

4. 防災ヘリ・ドクターヘリ等の飛行が確認された場合は速やかに着陸・回避する。 

5. トップブローが 6m/sを超える場合は安全のため飛行を禁止 

6. 無線機を携帯し、離着陸の際は無線にて告知する事。 

7. 民家付近など、騒音には十分注意し飛行すること。 

8. 近くでラジコン飛行機が飛んでいますので安全とモラルに注意してください。 

9. 安全のため、水上、電線、橋、建物の上は十分高度をとって、エンジンが停止しても他の人に

迷惑をかけないように飛行のこと。 

10. その他：細則は別に定める。 

 

◆安全規則◆ 

1. 単独フライトは禁止。（安全確保ができないため） 

2. フライト機材は安全規格（EN等）を取得した物とする。（自作・改造品は飛行禁止） 

また、整備不良・動作不良のある動力ユニットも飛行禁止とする。 

3. 180日以内にリパックした緊急用パラシュートを装備すること。 

4. エンジンと人間を考慮した浮力体を装着する事。釣り用などの浮力が足りないものは不可。 

2年に 1回膨らませ穴が開いて動作不良とならないか点検する事。 

5. 適切な防護用ヘルメットを着用し、一度ショックを与えたヘルメットは交換する事。 

6. 無線機を装備し、緊急連絡等は常時受けられる様にする。 

7. 空中から物を投下してはならない。 

8. エリア内は禁煙とし、喫煙は自動車の中で行う。 

 

◆その他：細則◆  

1. 名田橋より東側は空港が近いので飛行禁止。 

2. 練習フライトは吉野川河川敷を飛行する事。 

3. 5km以上のフライトは、飛行計画を提示する事。また JPMA技量認定証クラス２、JHF-XC証所

持者に限る。上記の技能証を持たない場合であっても指導員の管理下で練習・技量試験が出来

る。 

4. 着陸は騒音に考慮して静かに行う事。 

5. 私有地等に着陸した場合、自己の責任において必ず地主に挨拶・お詫びにいく事。また速やか

に管理者に報告する事。 

6. 対人、対物事故を起こした場合には直ちに警察(消防)へ連絡し、速やかに管理者に報告する事。

（ＪＰＭＡ登録者、ＪＨＦ登録者は保険会社などへも連絡する。）  

7. 飛行禁止ゾーン、高度制限ゾーンは別図にきめる。 

8. 吉野川上空は関西国際空港への飛行機がよく飛びます。よって高度 1500m 以下で飛行願います。 

9. 諸般の事情で管理者代表がフライト禁止とする場合もあります。 

10. 管理者 スカイフリーク パラモータークラブ 

 代表 椋本清治 電話 090-3181-6317 

11. 草刈燃料代などのエリア維持のため協力費をお願いします。 

ビジター協力費（１日：1000円） 

 

※ クラブ会費（１年：5000円）クラブ員はエリアの草刈・整備を行う事。 
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申込書 
【はじめに】 
大空を飛ぶスカイスポーツは大変素晴らしいスポーツですが、危険なスポーツでもあるのです。骨

折や最悪の場合死亡することもあります。教員や仲間のアドバイスに従っていても事故は発生してい

ます。本来、人間は空を飛ぶように生まれていないからです。あなたが、このリスク（危険性）を自

分自身で負えないなら飛ばないでください。 

 

[ ]ビジターフライト（\1,000／日） 

 

[ ]クラブ会費   （\5,000／年）   ※クラブ員はエリアの草刈・整備を行う事。 

 

名前      印 ヨミガナ      

 

保護者署名（未成年者の場合）        印  

 

住所  〒            

 

携帯電話             

 

TEL.      FAX.        

 

緊急連絡先     緊急連絡先電話      

 

e-mail             

 

JPMA 登録    有効期限   FLM技能証    

 

JHF 登録    有効期限   JHF技能証    

 

生年月日     血液        

 

エンジン             

 

キャノピー      機体登録番号      

 

【誓約書】 

私はパラモーター・パラグライダーに付随する危険性をよく理解した上で、かつ決められた規則に従

いフライトします。 

私に発生した損害について、私の責任であり関係者に対して一切の責任追求をいたしません。 

署名（本人の直筆）       年  月  日              印 

家族、関係者の署名       年  月  日              印 

 

SKY FREAK 
パラグライダー・パラモータークラブ＆フライトスクール 

〒770 徳島市山城町東浜傍示 39  TEL.0886-25-6673 FAX.0886-23-3861 携帯 090-3181-6317 


